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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成21年３月30日に提出した第14期（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２【訂正事項】

第一部　【企業情報】
第４　【提出会社の状況】
６　【コーポレートガバナンスの状況】

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿線で示しております。

第一部　【企業情報】
第４　【提出会社の状況】
６　【コーポレートガバナンスの状況】

（訂正前）

（１）～（５）　＜省略＞

（６）責任限定契約の内容の概要

　当社と社外監査役２名は、会社法第427条第１項および当社の定款第28条および第38条の規定に基づき、損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項各

号に定める額としております。

（７）～（10）　＜省略＞

　

（訂正後）

（１）～（５）　＜省略＞

（６）取締役および監査役の責任免除、社外取締役および社外監査役との責任限定契約

①当社は、取締役および監査役（取締役および監査役であった者を含む）の会社法423条第１項の責任につき、善意

でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度の範囲内で、その責任を免除するこ

とができる旨を定款に定めております。

②当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これに従い、当社と社外取締役および社外監査役

は、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法

第425条第１項各号に定める額としております。

（７）～（10）　＜省略＞
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